
様式第六（第二十一条の二第一項、第二十三条第一項関係） 

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 

年   月   日 

  さいたま市長 殿 

〇〇県〇〇市〇〇 〇丁目〇番〇 
                  届出者 株式会社〇〇〇〇
                       代表取締役 〇〇〇〇 
                       連絡先 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

土壌汚染対策法
第３条第７項

第４条第１項
の規定により、一定の規模以上の土地の形質の変更について、次の

とおり届け出ます。 

土地の形質の変更の対象となる土地の所

在地 

さいたま市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇 外〇筆 

（土地の登記事項証明書のとおりに記載） 

土地の形質の変更の場所 別紙のとおり 

土地の形質の変更の対象となる土地の面

積及び当該土地の形質の変更に係る部分

の深さ

面積：〇〇㎡ 

深さ：〇〇ｍ 

土地の形質の変更の着手予定日   年  月  日 

法第３条第１項の

ただし書の確認を

受けた土地におい

て法第３条第７項

の規定による土地

の形質の変更をす

る場合 

工場又は事業場の

名称 
 （該当がある場合は記載） 

工場又は事業場の

敷地であった土地

の所在地 

現に有害物質使用

特定施設等が設置

されている工場又

は事業場の敷地に

おいて法第４条第

１項の規定による

土地の形質の変更

をする場合 

有害物質使用特定

施設が設置されて

いる工場又は事業

場の名称 

 （該当がある場合は記載） 

有害物質使用特定

施設の種類 

有害物質使用特定

施設の設置場所 

特定有害物質の種

類 



様式第六（第二十三条第一項関係） 
■ 様式第六「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」の記載について 
○ 届出者 

「土地の形質の変更をしようとする者」であり、土地の形質の変更の施行に関する計画の内容を
決定する方です。 

  土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当
します。 

  また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任を
どちらが有しているかで異なりますが、一般的には発注者が該当するものと考えられます。 

○ 土地の形質の変更の対象となる土地の所在地 
 届出対象地の住所，地番を記入してください。 
筆が複数ある場合は、代表地番と筆数を記載し、地番一覧表を添付してください。 

○ 土地の形質の変更の場所 
別紙に示す旨を記載し、土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面を添付してく

ださい。 

○ 土地の形質の変更の着手予定日 
契約事務や設計等の準備行為は含めず、土地の形質の変更そのものに着手する日を記載してくだ

さい。 

○ 土地の形質の変更の対象となる土地の面積及び当該土地の形質の変更に係る部分の深さ
土地の形質の変更をする部分の面積と最も深く形質変更をする際の深さを記載してください。 

■ 添付図面 
○ 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面 
・土地の形質の変更をしようとする場所の位置図，案内図 
・土地の形質の変更が行われる範囲を明らかにした平面図 
（掘削部分と盛土部分を区別して表示してください。掘削，盛土範囲が未定の場合は、敷地全体
を掘削する予定として届出をすることもできます。） 

・地番が明示された平面図（公図ほか） 

■ 添付書類 
○ 土地の登記事項証明書，土地所有者等の同意書 

届出者が土地所有者である場合は、土地の登記事項証明書を添付してください。 
  届出者と土地所有者等が異なる場合は、土地の登記事項証明書及び土地所有者等の同意書を添付
してください。 

■ 届出の期限
○ 土地の形質の変更に着手する日の３０日前までに届け出てください。 

「着手する日」とは、契約事務や設計等の準備行為は含めず、土地の形質の変更そのものに着手す
る日をいいます。 

■ 届出書の提出部数
○ ２部提出してください。（１部は副本として後日返却します。） 

※法第３条第１項のただし書の確認を受けた土地及び有害物質使用特定施設等が設置されている工場
又は事業場の敷地を900m2以上、形質変更する場合にも届出が必要になります。該当する場合は環境
対策課にご連絡ください。 

■ 連絡先及び提出窓口 
 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
 さいたま市役所 環境対策課 水質土壌係
電話 ０４８－８２９－１３３１

記入例 


